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第1章 事業概要 

 

1－1． 背景・目的 

経済産業省では、研究開発評価指針に基づき追跡調査を実施している。 

追跡調査は、経済産業省の実施した研究開発事業終了後における研究開発成果の実用化、

中止・中断等の状況、事業により取得された特許等知的財産の利用状況等について把握・

分析し、今後の研究開発マネジメントの向上に資する情報などを得るものである。調査の

対象は、終了時評価実施の２年後、４年後、６年後となる研究開発事業に参加した企業・

団体、大学・研究機関となっている。今年度は、経済産業省が実施した研究開発事業のう

ち、平成３０年度、令和２年度、令和４年度のいずれかに終了時評価を行った７事業に参

加した企業・団体、大学・研究機関に対して、追跡調査を実施した。 

本事業により、経済産業省の実施した研究開発事業の成功・失敗要因等を把握し、今後

の経済産業省研究開発事業の成果の最大化に資するために活用することを目的として、本

事業を実施した。 

 

 

1－2． 実施概要 

（1）  追跡調査 

経済産業省が実施した研究開発事業のうち、平成３０年度、令和２年度、令和４年度の

いずれかに終了時評価を行った７事業に参加した企業・団体、大学・研究機関７１機関に

対して、アンケート調査を行った。 

 

 図表 1－2－1 追跡調査対象事業一覧 

 

 

番号
終了時
評価実
施年度

経済産業省事業（プロジェクト）名 事業推進課
委託

・
補助

事業期間

1 H30
石油資源を遠隔探知するための衛星利用技
術の研究開発

宇宙産業室 委託 S56ｰH29

2 H30
次世代地球観測衛星利用基盤技術の研究
開発

宇宙産業室 委託 H18ｰH30

3 H30
超高分解能合成開口レーダの小型化技術
の研究開発

宇宙産業室 補助 H23ｰH29

4 H30
産業技術実用化開発事業費補助金
（次世代鋼材測定・評価手法開発）事業

産業機械課 補助 H28ｰH29

5 R2
高度な自動走行・MaaS 等の社会実装に向
けた研究開発・実証事業

自動車課ITS・自動走行
推進室

委託 H26-R2

6 R4
再生医療技術を応用した創薬支援基盤技術
開発

生物化学産業課 補助 H29-R3

7 R4
省エネ型電子デバイス材料の評価技術の開
発事業

化学物質管理課 委託 H29-R3
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また、昨年度に整理した平成２６年度から令和５年度までのアンケート調査結果のデー

タ、同じく、平成２６年度から令和５年度までの追跡評価結果も活用して、以下の①から

⑥の研究開発評価やプロセスの見直し等に活用する観点から分析等を行った。 

 

①経済産業省研究開発評価指針に基づく標準的評価項目・評価基準の見直し 

https://www.meti.go.jp/policy/tech_evaluation/b00/METI_Evaluation_Criteria.pdf 

②経済産業省研究開発事業の予算査定ヒアリング（※） 

※新規もしくは継続で予算要求する研究開発事業について経済産業省内においてヒア

リングを行い、国が行う必要性、社会課題の解決等にどの程度寄与するのか、オー

プン＆クローズ戦略の妥当性等を確認し、査定の参考とするために行うもの。 

③経済産業省における委託研究開発事業の企画立案 

④採択審査（※）の審査項目 

※研究開発事業の実施者を公募し、申請内容を公正かつ適正に評価できる外部有識者

が実施者を決定する際に行う審査。 

⑤推進委員会（※）における検討事項 

※研究開発事業において立ち上げる当該事業の技術分野専門家や事業の実施者、ユー

ザー等で構成される委員会。 

⑥ステージゲート審査の審査項目 

 

 

（2） 委員会の設置・運営 

本事業の対象分野に知見を有する専門家等による「令和 6 年度経済産業省追跡調査委員

会」（以下、「委員会」と記す）を設置し、審議を行った。 

 

（敬称略、五十音順、○は委員長） 

市川 芳明  多摩大学 ルール形成戦略研究所 客員教授 

○菊池 純一  一般財団法人知的資産活用センター 理事長（青山学院大学名誉教授） 

鈴木  潤  政策研究大学院大学 教授 

丸山 正明  技術ジャーナリスト 

守屋 直文  国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 事業開発部 

ビジネスコーディネーター 

吉本 陽子  三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 産業創発部 

事業戦略グループ 主席研究員 
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委員会は、令和 6 年 11 月 5 日を初回として、計 5 回開催した。開催日時と主な検討内

容は以下の通り。 

 

【第 1 回】 

日時：令和 6 年 11 月 5 日（火）15：00～17：00 

場所：WEB 会議 

議事：（１）本年度追跡調査委員会の進め方等について 

（２）追跡調査・追跡評価結果を踏まえた評価項目・評価基準の見直しについて 

（３）追跡調査の新規分析候補について 

 

【第 2 回】 

日時：令和 6 年 11 月 6 日（水）～11 月 14 日（木） 

場所：書面審議 

議事：（１）評価項目・評価基準の見直し案について 

 

【第 3 回】 

日時：令和 6 年 11 月 27 日（水）10：00～12：00 

場所：WEB 会議 

議事：（１）評価項目・評価基準の見直し案について 

（２）追跡調査の新規分析案について 

 

【第 4 回】 

日時：令和 7 年 1 月 20 日（月）10：00～12：00 

場所：WEB 会議 

議事：（１）追跡調査・追跡評価の示唆（提言）等の評価への活用について 

（２）追跡調査の新規分析案について 

 

【第 5 回】 

日時：令和 7 年 2 月 13 日（木）10：00～12：00 

場所：WEB 会議 

議事：（１）報告書（案）追跡調査・追跡評価の示唆（提言）等の取りまとめについて 

（２）報告書（案）追跡調査の分析結果について 
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第2章 追跡調査アンケート 

 

2－1． 概要 

（1）  目的 

・経済産業省研究開発事業の終了後における研究開発成果の製品化や事業化、中止・中断

等の状況、事業により取得された特許等知的財産の利用状況等について把握する。 

・「事業化」と「中止・中断」を分ける要因分析等、今後の経済産業省における研究開発

マネジメントも向上に資する情報を得る。 

 

（2）  調査対象 

経済産業省が実施した研究開発事業のうち、平成３０年度、令和２年度、令和４年度の

いずれかに終了時評価を行った７事業に参加した企業・団体、大学・研究機関を対象とし

た（アンケート開始前の事前依頼で確認が取れた 71 機関）。 

 

（3）  調査方法 

WEB アンケート方式 

（電子メールで依頼状を送付し、WEB ページより回答を回収。） 

 

（4）  調査期間 

令和 7 年 1 月 23 日（木）～令和 7 年 2 月 21 日（金） 

 

（5）  回収結果 

回答依頼先 71 機関に対して 66 機関から回答を得た。 

（回収率：93.0％） 
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2－2． 追跡調査アンケートの結果 

追跡調査アンケート結果は、令和 6 年度追跡調査結果データに、平成 26 年度から令和 5

年度までに実施したアンケート調査結果 737 機関分（以下、「接続データ」）も活用し、終

了時評価を実施した過去 15 年分の研究開発事業を対象としている（追跡調査を同一の研

究開発事業に対して複数回実施しているものについては、最新の追跡調査結果データを採

用）。 

なお、調査年度によって設問の追加・削除等があることに伴い、接続データにおいては

設問により回答機関の数が異なる。そのため、以下の各結果に付記している回答サンプル

数（n 数）は設問ごとに違っている。 
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（1） 回答機関の属性 

図表 2－2－1 機関の種類（n=803） 

 

 

図表 2－2－2 従業（職）員数（連結）（n=654） 
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図表 2－2－3 資本金（連結）（n=439） 

 

 

図表 2－2－4 年間売上高（連結）（n=435） 
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（2） 回答結果 

（問１－１）本研究開発事業はどの分野に属するものでしたか。該当するものひとつを

選んでください。 

 

 

（n=420） 
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（問１－１－１）本研究開発事業で解決を目指した社会課題は以下のどれに該当すると

考えますか。該当するものに「○」を付してください（複数回答可、問１－１に対

応している社会課題を１つ選択するのではなく、事業設計や実施時に解決を目指し

た社会課題から該当するものを全て回答してください）。 

 

 

（n=279） 

 

（問１－１－２）上記問１－１－１の社会課題解決のため、本研究開発事業では、どの

ような技術開発に取り組みましたか。該当するものに「○」を付してください（複数

回答可）。 

 

 

（n=279） 
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（問１－２）貴機関が本研究開発事業を実施した主な目的はどのようなものでしたか。

該当するものひとつを選んでください。 

 

 

（n=486） 
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（問２－１－ａ）本研究開発事業の「a.開始時」における研究開発フェーズが、どのよう

な段階にあるかを該当するものひとつ選んでください。 

 

 

（n=752） 

 

（問２－１－ｂ）本研究開発事業の「b.開始時に設定した事業終了時」における研究開発

フェーズが、どのような段階にあるかを該当するものひとつ選んでください。 

 

 

（n=552） 
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（問２－１－ｃ）本研究開発事業の「c.終了時」における研究開発フェーズが、どのよう

な段階にあるかを該当するものひとつ選んでください。 

 

 

（n=720） 

 

（問２－１－ｄ）本研究開発事業の「d.現時点」における研究開発フェーズが、どのよう

な段階にあるかを該当するものひとつ選んでください。 

 

 

（n=664） 
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（問２－１－２）問２－１で「ｄ．現時点」において「（事業化に至らず、もしくは当初

目的を達成できず）中止・中断」もしくは「（当初から製品化や事業化は目指してお

らず、研究段階もしくは技術開発段階で）予定通り終了」と回答された機関にお伺

いします。どの段階で「中止・中断」ないし「予定通り終了」となりましたか。該

当するものひとつを選んでください。 

 

 

（n=133） 
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（問２－１－３）問２－１で「ｄ．現時点」において「（事業化に至らず、もしくは当初

目的を達成できず）中止・中断」と回答された機関にお伺いします。中止・中断と

なった理由は何ですか。該当するものすべてを選んでください。 

 

＜経営的・経済的要因＞ 

 

（n=52） 

 

＜技術的要因＞ 

 

（n=52） 
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＜市場的要因＞ 

 

（n=51） 

 

＜その他の要因＞ 

 

（n=51） 
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（問２－２）本研究開発事業の「終了時」において、「開始時」に設定した研究・技術開

発目標（所期スペック）が達成できなかった機関にお伺いします。本研究開発事業

の「終了時」において、「開始時」に設定した研究・技術開発目標（所期スペック）

が達成できなかった理由は何ですか。該当するものすべてを選んでください。 

 

 

（n=80） 
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（問２－２－１）問１－２で「１．事業化」と回答した機関にお伺いします。事業化の

ための取組の進捗や（事業化に至っている場合の）売上額等の目標達成状況は、想定

どおりでしたか。該当するものに「〇」を付してください。 

 

【進捗状況】 

 

（n=72） 

 

【（売上額等の）目標達成状況】 

 

（n=72） 



18 

 

 

（問２－２－２）問１－２で「２．データベースの構築、評価手法の確立等の基盤整

備」と回答した機関にお伺います。基盤整備のための取組の進捗や（基盤の）成果普

及等の目標達成状況は、想定どおりでしたか。該当するものに「〇」を付してくださ

い。 

 

【進捗状況】 

 

（n=76） 

 

【（成果普及等の）目標達成状況】 

 

（n=76） 
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（問２－２－３）問２－２－１または問２－２－２の進捗状況で「想定より早かった」、

「想定通りだった」と回答された機関にお伺いします。想定通り（以上）となった

要因は主にどのようなものですか。該当するものに「○」（複数回答可）を付してく

ださい。 

＜経営的・経済的要因＞ 

 

（n=103） 

 

＜技術的要因＞ 

 

（n=103） 
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＜市場的要因＞ 

 

（n=100） 

 

＜その他の要因＞ 

 

（n=85） 
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（問２－２－４）問２－２－１または問２－２－２の目標達成状況で「想定以上だっ

た」、「想定通りだった」と回答された機関にお伺いします。想定通り（以上）とな

った要因は主にどのようなものですか。該当するものに「○」（複数回答可）を付し

てください。 

＜経営的・経済的要因＞ 

 

（n=81） 

 

＜技術的要因＞ 

 

（n=81） 
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＜市場的要因＞ 

 

（n=78） 

 

＜その他の要因＞ 

 

（n=67） 
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（問２－２－５）問２－２－１または問２－２－２の進捗状況で「想定より遅かった」

と回答された機関にお伺いします。主にどのような理由でしたか。該当するものに

「○」（複数回答可）を付してください。 

 

＜経営的・経済的要因＞ 

 

（n=46） 

 

＜技術的要因＞ 

 

（n=46） 
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＜市場的要因＞ 

 

（n=44） 

 

＜その他の要因＞ 

 

（n=30） 
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（問２－２－６）問２－２－１または問２－２－２の目標達成状況で「想定以下だっ

た」と回答された機関にお伺いします。主にどのような理由でしたか。該当するも

のに「○」（複数回答可）を付してください。 

 

＜経営的・経済的要因＞ 

 

（n=25） 

 

＜技術的要因＞ 

 

（n=26） 
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＜市場的要因＞ 

 

（n=25） 

 

＜その他の要因＞ 

 

（n=21） 
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（問３－１）問２-1 の「d.現時点」で「事業化段階」と回答された機関にお伺いします。

貴社グループ企業での本研究開発事業の成果を使った事業に関する最新決算年の売

上額、累計売上額について、選択肢から該当する番号をご記載ください。 

 

＜売上額＞ 

 

（n=46） 

 

＜累計売上額＞ 

 

（n=41） 
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（問３－２）本研究開発事業で得られた成果（今後得られる見通し）、もしくは得られな

かった成果（今後も得ることは困難）には、どのようなものがありますか。それぞれ

に該当するものひとつを選んでください。 
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（問３－３－１）貴機関において本研究開発事業のアウトプット目標を達成するために

KPI は設定しましたか。該当するものひとつを選んでください。 

 

（n=206） 

 

（問３－３－２）問３－３－１で「設定した（適切であった）」「設定した（適切ではな

かった）」と回答された機関にお伺いします。KPI で達成する数値が予定通りとなって

いなかった場合、PDCA を回すなど改善のための取組は行いましたか。該当するもの

ひとつを選んでください。 

 

（n=119） 



30 

 

 

（問３－３－３）本研究開発事業に複数の機関が関与していた場合にお伺いします。各

機関において設定した KPI が本研究開発事業全体のアウトプット目標を達成するため

の指標として適切か、検証は行いましたか。また、それは誰が検証しましたか。それ

ぞれに該当するものひとつを選んでください。 

＜妥当性の検証＞ 

 

（n=202） 

 

＜検証を行った者＞ 

 

（n=88） 
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（問３－３－４）経済産業省の担当課室から KPI の設定は求められましたか（KPI 設定

の有無について報告は求められましたか）。また、KPI の達成状況及び達成していない

場合の見直し状況について、報告は求められましたか。それぞれに該当するものひと

つを選んでください。 

＜KPI の設定＞ 

 

（n=61） 
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＜KPI の達成状況＞ 

 

（n=56） 

 

＜KPI 未達成の場合の見直し状況＞ 

 

（n=53） 
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（問３－４－１）本研究開発事業において、人材育成に取り組みましたか。該当するも

のひとつを選んでください。 

 

 

（n=206） 

 

  



34 

 

 

（問３－４－２）本研究開発事業で人材育成に取り組むか否かについて、関係者と相談

（調整）は行いましたか。該当するものすべてを選んでください。 

 

 

（n=202） 

 

（問３－４－３）人材育成のため本研究開発事業実施期間中においてどのような事に取

り組みましたか。該当するものすべてを選んでください。 

 

 

（n=154） 
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（問３－４－４）企業の方にお伺いします。本研究開発事業の実施により、人材育成の

面でどのような効果がありましたか。該当するものすべてを選んでください。 

 

 

（n=190） 

 

 

（問３－４－５）大学又は研究機関の方で本研究開発事業において若手研究者・ポスト

ドクター等、民間企業からの非常勤研究員（客員研究員等）、海外の研究者、留学生

のいずれかが参加していた機関にお伺いします。本研究開発事業に参加していた研

究者の人材育成として、どのような成果が得られましたか。該当するものすべてを

選んでください。 
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＜若手研究者・ポストドクター等＞ 

 

（n=135） 

 

＜民間企業からの非常勤研究員（客員研究員等）＞ 

 

（n=38） 
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＜海外の研究者＞ 

 

（n=19） 

 

＜留学生＞ 

 

（n=27） 
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（問３－５）本研究開発事業の実施期間中や事業終了後に、以下の人材を配置していま

したか。それぞれに該当するものを選んでください。（本研究開発事業の実施期間中に

配置して、本研究開発事業終了後も継続的に配置した場合は「本研究開発事業の実施

期間に配置」と「本研究開発事業の事業終了後配置」の両方を選んでください。） 
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（問４－１）貴機関が本研究開発事業で得た発明の成果はありますか。該当するものす

べてを選んでください。 

 

 

（n=277） 

 

（問４－２）貴機関が本研究開発事業で得た特許・著作権・ノウハウ（出願継続中を含

む）の実施の状況について、該当するものすべてを選んでください。 

 

 

（n=153） 
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（問４－３）貴機関が本研究開発事業で得た知的財産権（出願継続中含む）について、

ライセンス契約を行う際の方針やルール等を定めたライセンシングポリシーはあり

ますか。該当するものひとつを選んでください。 

 

 

（n=425） 
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（問４－３－１）問４－３で「文書化されているライセンシングポリシーがある」と回

答された機関にお伺いします。同ライセンシングポリシーの適用範囲はどこまでと

なっておりますか。該当するものひとつを選んでください。 

 

 

（n=139） 
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（問４－３－２）問４－３で「文書化されているライセンシングポリシーがある」又は

「文書化されていないが、ライセンシングポリシーがある」と回答された機関にお

伺いします。当該ライセンシングポリシーでは、安全保障上の機微技術（外為法の

リスト規制一覧に記載される技術）又は貴機関の重要技術（国際競争力確保のため

に欠かせない技術）に係る知的財産権のライセンスに関して特に定められたルール

はありますか。該当するものひとつを選んでください。 

 

 

（n=162） 
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（問４－４）本事業で得られた成果の権利化（特許等知的財産の獲得）は当初見込みに

対してどの程度でしたか。該当するものひとつを選んでください。 

 

 

（n=418） 
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（問４－４－１）問４－４で「見込み以下であった」と回答された機関にお伺いしま

す。成果の権利化が見込み以下となった具体的な理由は何ですか。該当するものす

べてを選んでください。 

 

 

（n=35） 
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（問４－４－２）引き続き、問４－４で「見込み以下であった」と回答された機関にお

伺いします。結果的に成果の権利化はどのようになりましたか。該当するものすべ

てを選んでください。 

 

 

（n=23） 
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（問５－１）本研究開発事業の研究開発データ（実験データ、論文や特許として公開さ

れないノウハウの記録） （以下同様）についてお伺いします。貴機関において研究

開発データの取扱いに関するルールはありますか。該当するものひとつを選んでく

ださい。 

 

 

（n=417） 
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（問５－２）本研究開発事業の研究開発データに関するプロジェクト非参加者への利用

許諾ルールはありますか。該当するものひとつを選んでください。 

 

 

（n=276） 
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（問５－２－１）問５－２で「利用許諾ルールがあり、プロジェクト非参加にも許諾し

ている（広く公表しているケースも含む）」又は「利用許諾ルールがあり、プロジェ

クト非参加にも一定の条件で許諾している」と回答された機関にお伺いします。プ

ロジェクト非参加者への利用許諾実績はありますか。該当するものひとつを選んで

ください。 

 

 

（n=140） 
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（問５－２－２）問５－２で「利用許諾ルールがあるが、プロジェクト非参加者には許

諾していない」、「利用許諾ルールはない（プロジェクト非参加者に承諾しないので

不要）」又は問５－２－１で「プロジェクト非参加者への利用許諾実績はない」と回

答された機関にお伺いします。プロジェクト非参加者へ利用許諾していない理由と

して該当するものすべてを選んでください 

 

 

（n=175） 
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（問６－１）本研究開発事業に複数の機関が関与している場合に伺います。特許等知的

財産や研究開発データ、マテリアル（研究の成果又はその過程において得られた材

料、試料、実験用動植物等の研究成果有体物）の取扱い（利用許諾等）に関し、事前

にルールを定めましたか。該当するものに「○」を付してください。 
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（問６－１－１）問６－１で、「事業開始前に各機関が所有していた研究開発データ」又

は「事業期間中に取得又は収集した研究開発データ」について、「１．定めた」と回

答した機関にお伺います。事前に定めた取り扱いのルールの内容及び目的のそれぞ

れについて、該当するものに「○」を付してください（複数回答可）。 

 

＜ルールの内容＞ 

 

（n=333） 

 

＜ルールの目的＞ 

 

（n=159） 
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（問７－１）本研究開発事業におけるデータの確保・活用を十分なものとするため、デ

ータサイエンティストの配置などに取り組みましたか。それぞれに該当するものひと

つを選んでください。 

 

 

 

（問７－２）本研究開発事業で貴機関が得たデータについて、事業終了後も利活用でき

るものとするための取り組みは行っていますか。また、それは十分なものですか。

該当するものひとつを選んでください。 

 

 

（n=415） 
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（問７－３）問７－２で「取り組んでいるが、不十分である」又は「取り組みたいが、

できていない」と回答された機関にお伺いします。主にどのような理由からです

か。該当するものひとつを選んでください。 

 

 

（n=152） 

 

  



54 

 

 

（問９－１）本研究開発事業に関する成果を他機関へ技術移転されましたか。該当する

ものひとつを選んでください。 

 

 

（n=751） 

 

 

 

  



55 

 

 

（問１０－１－１）本研究開発事業の開始前（開始時）に策定したプロジェクト計画

は、現時点から振り返って十分でしたか。該当するものひとつを選んでください。 

 

 

（n=567） 

 

（問１０－１－２）本研究開発事業の開始前（開始時）に策定したプロジェクト計画の

妥当性はどの部門（誰）が検証しましたか。該当するものすべてを選んでください。 

 

 

（n=206） 



56 

 

 

（問１０－２－１）本研究開発事業の開始前（開始時）に策定した実施体制は、現時点

から振り返って十分でしたか。該当するものひとつを選んでください。 

 

 

（n=567） 

 

（問１０－２－２）本研究開発事業の開始前（開始時）に策定した実施体制の妥当性は

どの部門（誰）が検証しましたか。該当するものすべてを選んでください。 

 

 

（n=206） 
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（問１０－３）問１０－１－１及び問１０－２－１で、「一部、不十分だった」又は「不

十分だった」といずれかひとつでも回答された機関にお伺いします。具体的にどの

ような点が不十分でしたか。該当するものすべてを選んでください。 

 

 

（n=171） 

 

（問１０－４）本研究開発事業終了後の事業全体の中長期的ビジョンやアウトカム達成

に向けた道筋は参加者間で共有されていましたか。該当するものひとつを選んでくだ

さい。 

 

 

（n=415） 
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（問１０－５）問１０－４で「共有されていた」と回答された方にお伺いします。本研

究開発事業終了後の事業全体の中長期的ビジョンやアウトカム達成に向けた道筋を

共有した参加者の範囲について該当するものひとつを選んでください。 

 

 

（n=162） 

 

  



59 

 

 

（問１０－６）問１０－４で「共有されるべきだった」と回答された方にお伺いしま

す。本研究開発事業終了後の事業全体の中長期的ビジョンやアウトカム達成に向けた

道筋の参加者間の共有ができなかったのはなぜですか。該当するものすべてを選んで

ください。 

 

 

（n=24） 
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（問１１－１）事業化（社会実装）を成功させるためのツールとして国際（国内）標準

化の獲得を目指しましたか。該当するものひとつを選んでください。 

 

 

（n=414） 

 

（問１１－１－１）問１１－１で「目指した」と回答された機関にお伺いします。いつ

頃から取り組みましたか。それぞれに該当するものひとつを選んでください。 

 

 

（n=84） 

 

  



61 

 

 

（問１１－２）事業全体のオープン＆クローズ戦略は主に誰が（どのような場で）決定

いたしましたか。該当するものひとつを選んでください。 

 

 

（n=401） 

 

（問１１－３）本研究開発事業の開始前（開始時）において、知財戦略や標準化戦略を

策定する人材等は配置されていましたか。それぞれに該当するものひとつを選んでく

ださい。 

 

 

 

  



62 

 

 

（問１１－４）本研究開発事業において、知財戦略、標準化戦略及び事業化シナリオが

一体となった取り組みは十分に機能しましたか。該当するものひとつを選んでくだ

さい。 

 

 

（n=358） 

 

（問１１－５）本研究開発事業での知財戦略、標準化戦略及び事業化シナリオが一体と

なった取り組みで不十分だった点があれば、該当するものすべてを選んでくださ

い。 

 

 

（n=249） 



63 

 

 

（問１２－１－１）本研究開発事業の成果を普及させるため、事業開始前に以下につい

て把握・検証を行いましたか。それぞれに該当するものひとつを選んでください。 

 

 

 

（問１２－１－２）問１２－１－１で「把握・検証した（十分だった）」もしくは「把

握・検証した（不十分であった）」と回答された機関にお伺いします。上記の検証は

どの部署（者）が行いましたか。該当するものを選んでください。 

 

 

（n=186） 
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（問１２－１－３）問１２－１－１で「把握・検証しなかった（すべきであった）」もし

くは「把握・検証しなかった（必要なかった）」と回答された機関にお伺いします。

把握・検証を行わないとしたのはどの部署（者）となりますか。該当するものひと

つを選んでください。 

 

 

（n=37） 

 

  



65 

 

 

（問１２－１－４）本研究開発事業の成果をより多くの顧客・ユーザー（成果の提供

先）に購入（導入）してもらうため（そのための環境整備等のため）、下記について

本研究開発事業の実施期間中に経済産業省の担当課室からアドバイスや協力などは

得られましたか。それぞれに該当するものひとつを選んでください。 

 

＜海外を含む顧客・ユーザー（成果の提供先）の詳細ニーズ把握＞ 

 

（n=59） 

 

＜海外を含む法規制への対応（各国の関係省庁等への相談や働き掛け等）＞ 

 

（n=206） 
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＜知財の戦略的活用＞ 

 

（n=206） 

 

＜国際標準の戦略的活用＞ 

 

（n=206） 

 

 

  



67 

 

 

（問１２－２）研究開発成果を活用した商品・サービスの想定ユーザー（顧客・ユーザ

ー（成果の提供先））が、プロジェクト体制に入っていましたか（委員会等への外部有

識者としての参画を含む）。該当するものひとつを選んでください。 

 

 

（n=565） 

 

（問１２－３）想定ユーザー（顧客・ユーザー（成果の提供先））、又は、事業部門・技

術移転先企業と、市場ニーズについての意見交換を行いましたか。該当するものすべ

てを選んでください。 

 

 

 

（n=688） 
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（問１２－４）問１２－３で「想定ユーザーとの意見交換を行った」と回答された機関

にお伺いします。意見交換の際に、貴機関のリーダーと想定ユーザーの責任者（意

思決定ができる者）は参加していましたか。該当するものひとつを選んでくださ

い。 

 

 

（n=376） 

 

  



69 

 

 

（問１２－５）問１２－２で「想定ユーザーが体制に入っていた」と回答された、もし

くは問１２－３で「想定ユーザーとの意見交換を行った」と回答された機関にお伺

いします。想定ユーザーの絞込や同ユーザーの詳細ニーズを把握することなどを目

的とした調査・分析は行いましたか。該当するものひとつを選んでください。 

 

 

（n=160） 
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（問１２－６）問１２－３で「想定ユーザーとの意見交換を行った」又は「事業部門・

技術移転先企業との意見交換を行った」と回答された機関にお伺いします。本研究

開発事業の開始時からデザイン経営を念頭にデザイン責任者を配置するなど、ユー

ザー起点の研究開発を行うための人材は配置していましたか。該当するものひとつ

を選んでください。 

 

 

（n=336） 
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（問１２－７）引き続き、問１２－３で「想定ユーザーとの意見交換を行った」又は

「事業部門・技術移転先企業との意見交換を行った」と回答された機関にお伺いし

ます。意見交換により本研究開発事業の内容を見直しましたか。該当するものひと

つを選んでください。 

 

 

（n=509） 

 

 

 

  



72 

 

 

（問１３－１）貴機関では、本研究開発事業に限らず、自らが実施する研究開発プロジ

ェクト等に対してステージゲート管理を実施していますか。該当するものひとつを選

んでください。 

 

 

（n=413） 

 

  



73 

 

 

（問１３－２）本研究開発事業について、実施期間中にステージゲート管理を行いまし

たか。該当するものひとつを選んでください。 

 

 

（n=413） 

 

  



74 

 

 

（問１３－２－１）問１３－２で、本研究開発事業でステージゲート評価を実施したと

回答した機関にお伺いします。ステージゲートの管理をどの部門が行いましたか。

該当するものひとつを選んでください。 

 

 

（n=146） 

 

  



75 

 

 

（問１３－２－２）引き続き本研究開発事業でステージゲート評価を実施したと回答し

た機関にお伺いします。ステージゲートにおける評価結果を踏まえて、計画の見直

しを行いましたか。該当するものひとつを選んでください。 

 

 

（n=271） 

 

  



76 

 

 

（問１４－１）本研究開発事業を実施する上で最も重要と思われた外的要因はどのよう

なものでしたか。該当するものをすべて選び、当該外的要因を把握された時期を選

んでください。 

 

＜重要と思われている外的要因＞ 

 

（n=270） 

 

＜外的要因が把握された時期＞ 
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（問１４－１－１）引き続き、問１４－１で回答された重要な外的要因についてお伺い

します。当該外的要因の変化を踏まえて、本事業の研究開発内容を見直しました

か。該当するものひとつを選んでください。 

 

 

（n=58） 
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（問１４－１－２）引き続き、問１４－１で回答された重要な外的要因についてお伺い

します。当該外的要因の詳細や変化の把握のために行ったことをすべて選んでくだ

さい。 

 

 

（n=58） 
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2－3． ロジスティクス回帰分析 

追跡アンケート調査結果のうち、「事業化」、「中止・中断」といった事業化における現

時点の状況（到達段階）に対して、研究開発事業に関する各種取り組みの影響の大きさ等

を確認することを目指して、ロジスティック回帰分析を実施した。 

分析にあたっては、令和 6 年度追跡アンケート調査結果に、平成 26 年度から令和 5 年

度までに実施したアンケート調査結果 737 機関分を活用した「接続データ」を対象とした

（追跡調査を同一の研究開発事業に対して複数回実施しているものについては、最新の追

跡調査結果データを採用）。 

 

 

（1） 標本の分割 

 昨年度調査と同様に、全体（分割なし）に加えて、「企業」及び「団体」、「大学」及び

「研究機関」に標本を分割した。また、「企業」及び「団体」については、大企業と中小

企業にも分割した。 

 

 全体（分割なし） 

 「企業」及び「団体」 

 「企業」及び「団体」：大企業 

 「企業」及び「団体」：中小企業 

 「大学」及び「研究機関」 

 

 

（2） 目的変数（結果） 

 「現時点の研究開発フェーズ（問２－１ｄ）」に対する回答が、事業化（「４．製品化段

階」「５．事業化段階」）または中止・中断（「６．中止・中断」）と回答した機関を中心に、 

 

 事業化（１）とそれ以外（０） 

 ⇒ 明らかな成功に関連する要因の分析 

 中止・中断（１）とそれ以外（０  ） 

 ⇒ 明らかな失敗に関連する要因の分析 

 

のグループ化をすることで、成功または失敗に関する要因の分析を行った。（ただし、「７．

（当初から製品化や事業化は目指しておらず、研究段階もしくは技術開発段階で）予定通

り終了」は対象外として除外した。） 
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（3） 説明変数（原因） 

 昨年度調査の説明変数をベースに以下の７項目を説明変数としてロジスティクス回帰分

析を実施した。特に⑦の「研究開発分野」を追加することにより、研究開発分野による各

種取り組みの影響に違いがないかを確認した。 

 

① 国際（国内）標準化の獲得の取組（問１１－１）：「目指した」（１）とそれ以外（０） 

② コスト目標の設定（～【Ｒ４】）またはコストの把握・検証（【Ｒ５】～）（問１２－

１）：「実施した」または「十分に把握・検証した」（１）とそれ以外（０） 

③ 法規制への対応（～【Ｒ４】）または規制の把握・検証（【Ｒ５】～）（問１２－１）：

「実施した」または「十分に把握・検証した」（１）とそれ以外（０） 

④ 販売先・販売路の確保（～【Ｒ４】）または販路の把握・検証（【Ｒ５】～）（問１２－

１）：「実施した」または「十分に把握・検証した」（１）とそれ以外（０） 

⑤ 全体計画（アウトカム達成までの道筋）を共有する場の設定（～【Ｒ４】）または関係

の把握・検証（【Ｒ５】～）（問１２－１）：「実施した」または「十分に把握・検証し

た」（１）とそれ以外（０） 

⑥外的要因の変化を踏まえた見直し（問１４－１－１）：「見直した」（１）とそれ以外

（０） 

⑦ 研究開発分野（問１－１）：下記９分野より、「１．ライフサイエンス」（１）とそれ以

外（０）、「３．環境」「４．エネルギー」とそれ以外（０）を変数として追加 

１．ライフサイエンス 

２．情報通信 

３．環境 

４．エネルギー 

５．ナノテクノロジー・材料 

６．ものづくり技術 

７．社会基盤：交通・輸送システム等 

８．フロンティア：宇宙・海洋の利用等 

９．その他 
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 これらの結果から、次のようなことが考えられる。 

 

（Ａ）明らかな成功に関連する要因 

 「全体」では、「⑤全体計画（アウトカム達成までの道筋）を共有する場の設定」

「⑥外的要因の変化を踏まえた見直し」の回帰係数が有意な傾向にある。また、

「②コスト目標の設定」「③法規制への対応」「④販売先・販売路の確保」の回帰

係数が比較的有意な傾向にある。 

 「企業」及び「団体」では、「④販売先・販売路の確保」「⑤全体計画（アウトカ

ム達成までの道筋）を共有する場の設定」の回帰係数が有意な傾向にある。 

 「大企業」では、「⑤全体計画（アウトカム達成までの道筋）を共有する場の設

定」の回帰係数が比較的有意な傾向にある。 

 「中小企業」では、「②コスト目標の設定」「④販売先・販売路の確保」「⑤全体

計画（アウトカム達成までの道筋）を共有する場の設定」の回帰係数が有意な傾

向にある。また、「⑥外的要因の変化を踏まえた見直し」の回帰係数が比較的有

意な傾向にある。特に「環境エネルギー」分野でその傾向が大きいと推察される。 

 「大学」及び「研究機関」では、「③法規制への対応」の回帰係数が有意な傾向

にある。また、「②コスト目標の設定」「⑥外的要因の変化を踏まえた見直し」の

回帰係数が比較的有意な傾向にある。特に「ライフサイエンス」分野でその傾向

が大きいと推察される。 

 

（Ｂ）明らかな失敗に関連する要因 

 「大企業」では、「③法規制への対応」の回帰係数が比較的有意な傾向にある。 
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（5） 主成分分析を用いた説明変数の作成 

アンケート調査には説明変数（原因）となり得るパラメータが多いことから、主成分分

析により説明変数（原因）として新たなパラメータを作成した。 

主成分分析に用いたパラメータは以下の通りである。 

 

 

回答1 回答2 回答3 回答4 備考
問１０－１－１．本研究開発事業の開始前（開始
時）に策定したプロジェクト計画は、現時点から振り
返って十分でしたか。

十分だった
一部、不十分だっ
た

不十分だった
回答2と3は合わせ
て0

問１０－２－１．本研究開発事業の開始前（開始
時）に策定した実施体制は、現時点から振り返って
十分でしたか。

十分だった
一部、不十分だっ
た

不十分だった
回答2と3は合わせ
て0

問１０－４．本研究開発事業終了後の事業全体の
中長期的ビジョンやアウトカム達成に向けた道筋は
参加者間で共有されていましたか。

共有されていた
共有されるべき
だった

共有する必要がな
かった

回答2と3は合わせ
て0

問１１－１．事業化（社会実装）を成功させるための
ツールとして国際（国内）標準化の獲得を目指しま
したか。

目指した
目指さなかった（予
算や人員等の関係
でできなかった）

目指す必要がな
かった

回答2と3は合わせ
て0

①顧客・ユーザー（成果の提供先）：どの国のどの
分野、どの層とするか。

把握し、問題等な
いか確認した（十
分だった）

把握し、問題等な
いか確認した（不
十分であった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（すべきで
あった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（必要なかっ
た）

回答2～4は合わ
せて0

②価値：顧客・ユーザー（成果の提供先）にどのよう
なもの（利便性の向上、コスト削減、安全の確保
等）を提供するか。

把握し、問題等な
いか確認した（十
分だった）

把握し、問題等な
いか確認した（不
十分であった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（すべきで
あった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（必要なかっ
た）

回答2～4は合わ
せて0

③活動：顧客・ユーザー（成果の提供先）に価値を
提供するためには、どのような活動が必要か（国際
標準化等の研究開発以外も含む）。

把握し、問題等な
いか確認した（十
分だった）

把握し、問題等な
いか確認した（不
十分であった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（すべきで
あった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（必要なかっ
た）

回答2～4は合わ
せて0

④協力者：顧客・ユーザー（成果の提供先）に価値
を提供するため、どのような機関（者）と協力が必要
か。

把握し、問題等な
いか確認した（十
分だった）

把握し、問題等な
いか確認した（不
十分であった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（すべきで
あった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（必要なかっ
た）

回答2～4は合わ
せて0

⑤資源：顧客・ユーザー（成果の提供先）に価値を
提供するために必要な資源（ヒト、技術、材料、情
報等）は何か。

把握し、問題等な
いか確認した（十
分だった）

把握し、問題等な
いか確認した（不
十分であった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（すべきで
あった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（必要なかっ
た）

回答2～4は合わ
せて0

⑥コスト：価値を提供するために必要なコストはど
の程度か。

把握し、問題等な
いか確認した（十
分だった）

把握し、問題等な
いか確認した（不
十分であった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（すべきで
あった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（必要なかっ
た）

回答2～4は合わ
せて0

⑦関係：顧客・ユーザー（成果の提供先）とどのよう
に関係を構築するか（パーソナルアシスタント：顧客
と直接もしくはメール等のコミュニケーションツール
にてやり取り、自動化・セルフサービス：顧客が自
分で問題を解決できる仕組みを構築、等）。

把握し、問題等な
いか確認した（十
分だった）

把握し、問題等な
いか確認した（不
十分であった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（すべきで
あった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（必要なかっ
た）

回答2～4は合わ
せて0

⑧販路：顧客・ユーザー（成果の提供先）に対しど
のような販路で価値を提供するか（オンラインかオ
フラインか、等）。

把握し、問題等な
いか確認した（十
分だった）

把握し、問題等な
いか確認した（不
十分であった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（すべきで
あった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（必要なかっ
た）

回答2～4は合わ
せて0

⑨収益：どのような方法で収益を得る（成果普及を
図る）か（売り切りか、定額制サービスか等）。

把握し、問題等な
いか確認した（十
分だった）

把握し、問題等な
いか確認した（不
十分であった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（すべきで
あった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（必要なかっ
た）

回答2～4は合わ
せて0

⑩規制：（海外も含めた）法規制に対してどのような
対応を取るか。

把握し、問題等な
いか確認した（十
分だった）

把握し、問題等な
いか確認した（不
十分であった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（すべきで
あった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（必要なかっ
た）

回答2～4は合わ
せて0

⑪競合：上記①から⑩は、海外の競合相手と比較
して優れたものとなっているか（競合相手がいる場
合）。

把握し、問題等な
いか確認した（十
分だった）

把握し、問題等な
いか確認した（不
十分であった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（すべきで
あった）

把握や問題等がな
いかの確認はしな
かった（必要なかっ
た）

回答2～4は合わ
せて0

問１２－２．研究開発成果を活用した商品・サービ
スの想定ユーザー（顧客・ユーザー（成果の提供
先））が、プロジェクト体制に入っていましたか（委員
会等への外部有識者としての参画を含む）。

想定ユーザーが体
制に入っていた

想定ユーザーが体
制に入っていな
かった

回答2は0

問１３－２．本研究開発事業について、実施期間中
にステージゲート管理を行いましたか。

国（AMED）による
ステージゲート評
価を受けることが
採択の条件となっ
ており、国（AMED）
によるステージ
ゲート評価を受け
た（自機関におい
てステージゲート
評価は実施しな
かった）

自機関においてス
テージゲート評価を
行うのが採択の条
件だったため実施
した

採択の条件ではな
かったが、効率的
なプロジェクト運営
のために自主的に
行った

採択の条件ではな
く、自主的にも特に
実施しなかった

回答1～3は合わ
せて1、回答4は0

問１４－１－１．引き続き、問１４－１で回答された外
的要因についてお伺いします。当該外的要因の変
化を踏まえて、本事業の研究開発内容を見直しまし
たか。

見直した

見直すべきだった
が、予算や時間的
制約などで見直し
はできなかった（不
十分だった）

見直す必要はな
かった

回答2と3は合わせ
て0

設問

問１２－１．本研究開発事業の成果を普及させるた
め、事業開始前に以下について把握し、問題等が

ないか確認を行いましたか。【R5～】
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 これらのパラメータに主成分分析を用いた結果は以下の通りである。 

 

 

 

主成分 固有値 寄与率 累積寄与率
1 7.268 40.38% 40.38%
2 1.667 9.26% 49.64%
3 1.388 7.71% 57.35%
4 1.144 6.36% 63.70%
5 1.025 5.69% 69.39%
6 0.926 5.14% 74.54%
7 0.803 4.46% 79.00%
8 0.696 3.86% 82.87%
9 0.620 3.45% 86.31%

10 0.495 2.75% 89.06%
11 0.489 2.71% 91.78%
12 0.326 1.81% 93.59%
13 0.313 1.74% 95.33%
14 0.243 1.35% 96.68%
15 0.193 1.07% 97.75%
16 0.151 0.84% 98.59%
17 0.143 0.79% 99.38%
18 0.111 0.62% 100.00%

変 数 主成分1 変 数 主成分2 変 数 主成分3
開始前の把握⑤資源 0.8465 外的要因に対する見直し 0.3990 想定ユーザ 0.5732
開始前の把握④協力者 0.8458 想定ユーザ 0.3572 アウトカム達成の道筋の共有 0.4803
開始前の把握③活動 0.8415 ステージゲート管理 0.2473 標準化の獲得 0.4598
開始前の把握②価値 0.8330 開始前の把握⑪競合 0.2426 外的要因に対する見直し 0.4230
開始前の把握⑦関係 0.8239 開始前の把握⑨収益 0.2323 ステージゲート管理 0.3886
開始前の把握①顧客・ユーザー 0.7976 開始前の把握⑧販路 0.2303 十分な実施体制 0.2003
開始前の把握⑥コスト 0.7880 開始前の把握⑦関係 0.2147 十分なプロジェクト計画 0.1839
開始前の把握⑨収益 0.7198 開始前の把握⑩規制 0.1711 開始前の把握①顧客・ユーザー 0.1464
開始前の把握⑧販路 0.7167 標準化の獲得 0.1346 開始前の把握⑩規制 0.0621
開始前の把握⑪競合 0.6896 開始前の把握⑥コスト 0.0439 開始前の把握②価値 0.0136
開始前の把握⑩規制 0.6480 開始前の把握⑤資源 0.0074 開始前の把握⑦関係 0.0004
十分なプロジェクト計画 0.4614 開始前の把握④協力者 -0.0042 開始前の把握③活動 -0.0152
十分な実施体制 0.4154 開始前の把握③活動 -0.0438 開始前の把握④協力者 -0.0219
アウトカム達成の道筋の共有 0.3318 開始前の把握②価値 -0.0652 開始前の把握⑤資源 -0.0524
標準化の獲得 0.1810 開始前の把握①顧客・ユーザー -0.1150 開始前の把握⑥コスト -0.0822
ステージゲート管理 0.1200 アウトカム達成の道筋の共有 -0.1830 開始前の把握⑪競合 -0.1310
想定ユーザ 0.1059 十分なプロジェクト計画 -0.6967 開始前の把握⑧販路 -0.2307
外的要因に対する見直し -0.1301 十分な実施体制 -0.7206 開始前の把握⑨収益 -0.3272

変 数 主成分4 変 数 主成分5
ステージゲート管理 0.4620 外的要因に対する見直し 0.4693
開始前の把握⑧販路 0.3753 標準化の獲得 0.2901
開始前の把握⑨収益 0.3744 開始前の把握⑩規制 0.2753
アウトカム達成の道筋の共有 0.2766 開始前の把握⑧販路 0.2395
十分な実施体制 0.2416 十分なプロジェクト計画 0.2381
十分なプロジェクト計画 0.1798 十分な実施体制 0.1782
外的要因に対する見直し 0.1495 開始前の把握⑨収益 0.1669
開始前の把握⑩規制 0.1488 開始前の把握⑦関係 0.0736
開始前の把握⑪競合 0.0329 想定ユーザ 0.0214
開始前の把握⑦関係 0.0256 開始前の把握⑥コスト 0.0018
想定ユーザ -0.0469 開始前の把握③活動 -0.0057
開始前の把握⑥コスト -0.0849 開始前の把握①顧客・ユーザー -0.1220
開始前の把握⑤資源 -0.1362 開始前の把握⑤資源 -0.1252
開始前の把握③活動 -0.1825 開始前の把握④協力者 -0.1351
開始前の把握①顧客・ユーザー -0.2033 開始前の把握⑪競合 -0.1378
開始前の把握④協力者 -0.2376 開始前の把握②価値 -0.1684
開始前の把握②価値 -0.2415 アウトカム達成の道筋の共有 -0.2604
標準化の獲得 -0.4679 ステージゲート管理 -0.5486



94 

 

 

 

-1 -0.5 0 0.5 1

開始前の把握⑤資源

開始前の把握④協力者

開始前の把握③活動

開始前の把握②価値

開始前の把握⑦関係

開始前の把握①顧客・ユーザー

開始前の把握⑥コスト

開始前の把握⑨収益

開始前の把握⑧販路

開始前の把握⑪競合

開始前の把握⑩規制

十分なプロジェクト計画

十分な実施体制

アウトカム達成の道筋の共有

標準化の獲得

ステージゲート管理

想定ユーザ

外的要因に対する見直し

主成分負荷量 主成分1

-1 -0.5 0 0.5 1

外的要因に対する見直し

想定ユーザ

ステージゲート管理

開始前の把握⑪競合

開始前の把握⑨収益

開始前の把握⑧販路

開始前の把握⑦関係

開始前の把握⑩規制

標準化の獲得

開始前の把握⑥コスト

開始前の把握⑤資源

開始前の把握④協力者

開始前の把握③活動

開始前の把握②価値

開始前の把握①顧客・ユーザー

アウトカム達成の道筋の共有

十分なプロジェクト計画

十分な実施体制

主成分負荷量 主成分2

-1 -0.5 0 0.5 1

想定ユーザ

アウトカム達成の道筋の共有

標準化の獲得

外的要因に対する見直し

ステージゲート管理

十分な実施体制

十分なプロジェクト計画

開始前の把握①顧客・ユーザー

開始前の把握⑩規制

開始前の把握②価値

開始前の把握⑦関係

開始前の把握③活動

開始前の把握④協力者

開始前の把握⑤資源

開始前の把握⑥コスト

開始前の把握⑪競合

開始前の把握⑧販路

開始前の把握⑨収益

主成分負荷量 主成分3

-1 -0.5 0 0.5 1

ステージゲート管理

開始前の把握⑧販路

開始前の把握⑨収益

アウトカム達成の道筋の共有

十分な実施体制

十分なプロジェクト計画

外的要因に対する見直し

開始前の把握⑩規制

開始前の把握⑪競合

開始前の把握⑦関係

想定ユーザ

開始前の把握⑥コスト

開始前の把握⑤資源

開始前の把握③活動

開始前の把握①顧客・ユーザー

開始前の把握④協力者

開始前の把握②価値

標準化の獲得

主成分負荷量 主成分4



95 

 

 

 

 

 

 

以上の結果から、 

 

第１主成分：事業開始前のプロジェクトを成功させるために必要な取組の把握・検証 

第２主成分：柔軟なプロジェクト計画や実施体制 

第３主成分：想定ユーザーのプロジェクト参画と全体計画（アウトカム達成までの道筋）

を共有する場の設定 

第４主成分：ステージゲート管理の実施 

第５主成分：外的要因の変化を踏まえた見直し 

 

として、ロジスティクス回帰分析を実施した。 
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（6） 主成分を用いたロジスティクス回帰分析 

 前述の主成分を説明変数としてロジスティクス回帰分析を実施した。 

 

【標本の分割】 

・全体（分割なし） 

・「企業」及び「団体」 

・「大学」及び「研究機関」 

 

【目的変数（結果）】現時点の研究開発フェーズ（問２－１．ｄ．） 

（a）「５．事業化段階」（１）とそれ以外（０） ⇒ 明らかな成功に関連する要因 

（b）「６．中止・中断」（１）とそれ以外（０） ⇒ 明らかな失敗に関連する要因 

  （※）両方とも「７．（当初から製品化や事業化は目指しておらず、研究段階もし

くは技術開発段階で）予定通り終了」は対象外として除外した。 

 

【説明変数（原因）】 

① 第１主成分：事業開始前のプロジェクトを成功させるために必要な取組の把握・

検証 

② 第２主成分：柔軟なプロジェクト計画や実施体制 

③ 第３主成分：想定ユーザーのプロジェクト参画と全体計画（アウトカム達成まで

の道筋）を共有する場の設定 

④ 第４主成分：ステージゲート管理の実施 

⑤ 第５主成分：外的要因の変化を踏まえた見直し 

⑥ 研究開発分野（問１－１）：下記９分野より、「１．ライフサイエンス」（１）とそ

れ以外（０）、「３．環境」「４．エネルギー」とそれ以外（０）を変数として追加 

１．ライフサイエンス 

２．情報通信 

３．環境 

４．エネルギー 

５．ナノテクノロジー・材料 

６．ものづくり技術 

７．社会基盤：交通・輸送システム等 

８．フロンティア：宇宙・海洋の利用等 

９．その他 
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 これらの結果から、次のようなことが考えられる。 

 

（Ａ）明らかな成功に関連する要因 

 「全体」では、「①第１主成分：事業開始前のプロジェクトを成功させるために

必要な取組の把握・検証」、次いで「④第４主成分：ステージゲート管理の実施」

の回帰係数が比較的有意な傾向にある。 

 「企業」及び「団体」でも、「①第１主成分：事業開始前のプロジェクトを成功

させるために必要な取組の把握・検証」の回帰係数が有意な傾向にある。次いで

「⑤第５主成分：外的要因の変化を踏まえた見直し」の回帰係数が比較的有意な

傾向にある。 

 「大学」及び「研究機関」では、「③第３主成分：想定ユーザーのプロジェクト

参画と全体計画（アウトカム達成までの道筋）を共有する場の設定」の回帰係数

が有意な傾向にある。特に「ライフサイエンス」分野でその傾向が大きいと推察

される。 

 

（Ｂ）明らかな失敗に関連する要因 

 「全体」、「企業」及び「団体」、「大学」及び「研究機関」において、回帰係数が

有意な傾向にある説明変数はない。 
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2－4． 本年度追跡調査アンケート結果を踏まえた提言 

 本年度追跡調査アンケート結果を踏まえて、経済産業省研究開発評価指針に基づく標準

的評価項目・評価基準の見直し等に活用する観点から以下に整理した。 

 

【全体計画（アウトカム達成までの道筋）を共有する場の設定】 

 企業においては、「全体計画（アウトカム達成までの道筋）を共有する場の設定」が事

業化の成功要因として関連があると推察されることから、評価の場で「全体計画（アウト

カム達成までの道筋）を共有する場の設定」への取り組みの有無及び妥当性を確認するこ

とが望ましい。 

「全体計画（アウトカム達成までの道筋）を共有する場の設定」とは、「プロジェクト

間のコミュニケーション」と解釈でき、「分業体制でプロジェクトを実施して各自の作業

を終了」ではなく、一つのプロジェクトとしてコミュニケーションを取りながら実施して

いくことが必要になると思われる。 

 

【販売先・販売路の確保】 

 同じく企業においては、「販売先・販売路の確保」が事業化の成功要因として関連があ

ると推察されることから、評価の場で「販売先・販売路の確保」への取り組みの有無や検

討状況などを確認することが望ましい。 

 

【事業開始前のプロジェクトを成功させるために必要な取組の把握・検証】 

 また、企業においては、「事業開始前のプロジェクトを成功させるために必要な取組の

把握・検証」も事業化の成功要因として関連があると推察されることから、評価の場で

「事業開始前のプロジェクトを成功させるために必要な取組の把握・検証」への取り組み

の有無及び妥当性を確認することが望ましい。 

過去の追跡評価からも、やはり事前評価が重要になると思われる。 

 

【コスト目標の設定】 

 中小企業においては、「コスト目標の設定」が事業化の成功に対して負の関連性がある

と推察されることから、評価の場では、コスト目標設定の有無とその妥当性を確認する

際、慎重に判断する（柔軟に見直す）ことが望ましい。 

 なお、この場合の中小企業は、大企業からの受託で入っている可能性もあり、そのよう

な場合、大企業がコスト目標を明確に設定することによりコストのしわ寄せが中小企業に

来ている可能性も考えられる。 

 また、中小企業では日常業務の中に研究開発がある場合もあり、開発に係るコストも大

企業のように明確に部門で切り離していない可能性もある。 
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【外的要因の変化を踏まえた見直し】 

 同じく中小企業においては、「外的要因の変化を踏まえた見直し」が事業化の成功要因

として比較的関連があると推察されることから、評価の場で「外的要因の変化を踏まえた

見直し」への取り組みの有無及び妥当性を確認することが望ましい。 

 プロジェクトにおいて、外的要因に合わせて進めていく中、どのようなマネジメント体

制であればプロジェクト全体としての作業を実現できるのかが課題になると思われる。 

 

【法規制への対応】 

 「大学」及び「研究機関」においては、「法規制への対応」が事業化の成功要因として

関連があると推察されることから、評価の場で「法規制への対応」の有無及び妥当性を確

認することが望ましい。 

 

【想定ユーザーのプロジェクト参画と全体計画（アウトカム達成までの道筋）を共有する

場の設定】 

 同じく「大学」及び「研究機関」においては、「想定ユーザーのプロジェクト参画と全

体計画（アウトカム達成までの道筋）を共有する場の設定」が事業化の成功要因として関

連があると推察されることから、評価の場で「想定ユーザーのプロジェクト参画と全体計

画（アウトカム達成までの道筋）を共有する場の設定」への取り組みの有無及び妥当性を

確認することが望ましい。 
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2－5． 本年度追跡調査結果及び過去の追跡評価結果等を踏まえたポイント 

本年度追跡調査の分析結果に加え、過去（平成 26 年度から令和 5 年度）に実施した追

跡評価結果を踏まえた事前・中間・終了時評価時に確認すると良いポイントをキーワード

として委員会で抽出したため、整理した表を以下に掲載する。 

なお、追跡評価の各年度の対象事業及び評価結果の詳細は下記 URL に記載。 

 

 

（平成２６年度）https://www.meti.go.jp/policy/tech_evaluation/e00/01/h26/115.pdf 

・噴流床石炭ガス化発電プラント開発実証事業 

（平成２７年度）https://www.meti.go.jp/policy/tech_evaluation/e00/01/h27/116.pdf 

・植物機能を活用した高度モノ作り基盤技術/植物利用高付加価値物質製造基盤技術開発 

・次世代航空機用構造部材創製・加工技術開発（複合材非加熱成形技術・マグネシウム

合金技術） 

（平成２８年度）https://www.meti.go.jp/policy/tech_evaluation/e00/01/h28/117.pdf 

・情報大航海プロジェクト 

（平成２９年度）https://www.meti.go.jp/policy/tech_evaluation/e00/01/h29/118.pdf 

・小型化等による先進的宇宙システムの研究開発 

（平成３０年度）https://www.meti.go.jp/policy/tech_evaluation/e00/01/h30/119.pdf 

・重質油等高度対応処理技術開発 

（令和元年度）https://www.meti.go.jp/policy/tech_evaluation/e00/01/r01/120.pdf 

・革新的製造プロセス技術開発（ミニマルファブ） 

（令和２年度）https://www.meti.go.jp/policy/tech_evaluation/e00/01/r0/121.pdf 

・ナノ材料の安全・安心確保のための国際先導的安全性評価技術の開発事業 

（令和３年度）https://www.meti.go.jp/policy/tech_evaluation/e00/01/r03/122.pdf 

・次世代型双方向通信出力制御実証事業 

（令和４年度）https://www.meti.go.jp/policy/tech_evaluation/e00/01/r04/123.pdf 

・国際基準に適合した次世代抗体医薬品等の製造技術開発 

・密閉型植物工場を活用した遺伝子組換え植物ものづくり実証研究開発 

（令和５年度）https://www.meti.go.jp/policy/tech_evaluation/e00/01/r05/124.pdf 

・高度な自動走行・MaaS 等の社会実装に向けた研究開発・実証事業 
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第3章 これまでの追跡調査・追跡評価結果等を踏まえた提言 

これまでに実施した追跡調査・追跡評価の結果等を踏まえ、主に事前・中間・終了時評

価で確認すると良い内容などについて、外部専門家等で構成される追跡調査委員会で審議

した。委員会での指摘等を踏まえた取りまとめ結果を以下に掲載する。 

なお、本取りまとめ結果については、事前・中間・終了時評価等で整理して記載したが、

今後の経済産業省研究開発評価の方法やプロセス改善等の参考として、随時活用すること

が期待される。 
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3－1． 事前評価 

①プロジェクト立案の経緯、位置付け等 

  将来期待する社会像を実現させるためには、どのような課題が有り、その課題を解決

するためにどのようなプロジェクトを立案したのか、という経緯を詳しく把握する必要

がある。その際、国による研究開発支援は原則的には非競争領域を想定していることか

ら、 

・当該プロジェクトが結果として独占や寡占をもたらす可能性はないか。 

・（essencial facilityに相当するような）基盤的な技術については FRAND条件によ

る他社やコンソーシアム外へのライセンスが確保されるか。 

・特定技術開発の支援が結果的に他社による有望な競合技術の開発を阻害してしまわ

ないか。 

・プロジェクトの主契約者が最終製品の組み立てを担う大企業であり、サプライヤー

等の中小企業が再委託先として参加することが想定される場合、大企業の支配力が

強くなりすぎ、中小企業の知財の簒奪やグループ外へのライセンス拒否などが生じ

る恐れが無いか。 

なども考慮しつつ、事前評価における提案の背景をしっかりと見極めることが望まし

い。 

 また、文部科学省（科学研究費助成事業）や経済産業省・NEDO等において基礎研究成

果がある場合、それらとの関係や当該プロジェクトと類似・関連するプロジェクトの有

無など、経済産業省だけでなく他省庁等のプロジェクトも念頭にどのようにプロジェク

トが設計されているかを確認することが望ましい。 

 

②事業初期段階から市場ニーズ等を踏まえた取組、コスト目標の設定 

 事前評価段階から「想定するコア市場の分野・領域」を明確にし、解決すべき社会課

題から紐解かれる想定ユーザーと市場規模を確認することが望ましい。 

また、想定ユーザーのニーズを満たすための課題やコスト要件などをどのようにして

当該プロジェクトの要素技術開発に落とし込んだのかを確認することが望ましい。 

 

③海外進出や我が国の社会課題の解決など、プロジェクトの性質を踏まえたアウトカム

達成までの取組 

当該プロジェクトは海外進出を狙うものなのか、あるいは国内の社会課題の解決等を

目指すものなのか、プロジェクトによって性格が異なることから、その点も踏まえ、以

下の内容等について確認することが望ましい。 

・海外進出を目指す場合の海外競合とのベンチマーク結果等を踏まえたビジネスモデ

ル、社会課題の解決等を目指す場合のプロジェクト成果の普及モデル、それらを成
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り立たせるためのインセンティブ（場合によっては従来モデルへのディスインセン

ティブ）やブランド戦略(技術成果のコンセプトを表意するような商標権出願の設

計及び論文等に表示する用語創成を含む著作権の管理等)などをきちんと検討して

いるか。 

・プロジェクトで得られるアウトプットを上記アウトカムに具体的にどう結びつける

のか、その際に想定される課題（困難）はどのようなもので、それを乗り越えアウ

トカムを達成するためにどのような体制やサポートを組んでいくのか。 

 

④適切なマネジメント体制（実施体制）等 

 マネジメント体制（実施体制）がプロジェクトの成否に最も影響すると考えられるた

め、以下の内容などを確認することが望ましい。 

・適切な実施主体の選定方針（※） 

※産学連携プロジェクトの場合の大学等公的研究機関における企業との共同研究等

経験の確認など 

・プロジェクト開始前の十分な準備時間・費用（最新の社会動向や他国の開発状況等

を踏まえ、アウトカム達成までの道筋を関係者間で共有し、実施者間の連携方法

（集中研か分散研か）などを議論する場）を確保する仕組み 

・当該分野の高い知見のみならずマネジメント能力も有する PLを選定するための方

針 

・成果のユーザーなどのステークホルダーの関与、ビジネスパートナーの参画方法 

・事業化・知財・国際標準等の外部専門家配置の有無と同専門家の選定方針 

・海外の優れたな知識や人材を取り込む仕組み 

・参画機関が共有すべき情報を蓄積し、ロードマップやアウトカム、アウトプットの

見直し等を行う仕組み 

 

⑤オープン＆クローズ戦略 

関係者が多く、オールジャパンのプロジェクトで海外への展開も視野に入れるのであ

れば、特許をプールして管理する体制をつくるなど、知財マネジメントの体制構築に関

する評価が必要。そのため、バックグラウンド IP を含めた、プロジェクト終了後の取

り扱いルールをきちんと検討しているかを確認することが望ましい。 

また、標準化や安全規制の議論には所要のデータが必要となり、それらのデータ等を

もとに標準化機関や規制当局等とのコミュニケーションを実施する必要がある。そのた

め、必要となるデータ項目やフォーマット等はどのようなものを想定しているのかを確

認することが望ましい。 

データには競争領域・協調領域それぞれに属するものがあるため、データの共有範
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囲、プロジェクト終了後のデータの取扱などのルールはどのようなものを想定している

のかを確認することが望ましい（データの確保・利活用を円滑にするため、AI プラット

フォーム等を含むデータ連携基盤を検討しているかを確認することが望ましい）。 
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3－2． 中間評価 

①継続的な市場ニーズ等のモニタリングとそれを踏まえた実施体制や実施内容等の見直

し 

 想定ユーザーからの継続的な情報収集等による市場ニーズ把握、海外競合製品・サー

ビスとのベンチマーク、事業性・採算性を踏まえたコスト目標の達成可能性等を

TRL/MRL や KPI 等による技術課題の達成度評価と並行して継続的にモニタリングし、そ

の結果を踏まえ、場合によってはプロジェクトの中止や方向転換の必要性を確認するこ

とが望ましい。 

 また、直近の海外競合技術の開発状況や実現すべきコスト要件などを踏まえ、実施計

画や実施体制をどう見直したのか（見直していない場合、引き続き既存の実施計画等が

有効であること）を確認することが望ましい。その際、費用対効果の試算に用いたデー

タも確認することが望ましい。 

 中間評価では上記の点なども踏まえ、国家プロジェクトとして継続することが適切か

の観点から、以下の項目等を確認することが望ましい。 

・プロジェクト継続の必要性 

・プロジェクト開始時の体制の妥当性（想定されていた参加者がきちんと含まれている

のか、スタートアップが参加しているか等） 

・外部環境あるいは研究の進捗度合い、今後の成果見込みを踏まえた実施計画や実施体

制の見直し状況 

・国のサポートや PLのリーダーシップやガバナンスの効果 

・複数課題を束ねているプロジェクトにおけるステージゲート結果 

 

②ビジネスモデル(ブランド戦略)の調査・検討 

研究開発と並行してビジネスモデル（ブランド戦略）の調査・検討を並行して進めて

おくことが望ましい。そのため、コストパフォーマンスの観点からの国際競争力はもと

より、国・地域ごとに異なるニーズをどう組み込んだのかを確認することが望ましい。 

 

③オープン＆クローズ戦略 

オープン＆クローズ戦略の観点から、事業化に必要な外部目線を有する専門家や知

財・国際標準専門家の配置、国際標準化コミュニティと橋渡しができる人材の確保・育

成等が行われているか確認することが望ましい。 

また、標準化機関や規制当局等とのコミュニケーションが実施されているか、必要な

データ項目やフォーマット等の関係者間で共有しているかを確認することが望ましい。 

近年では、論文発表や特許出願のみならず、ブランド構築戦略に基づく商標出願も増

加しており、また、特定のデータあるいは理論的仮説表現等を著作物として登録し、訴
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訟上の対抗要件を確保することが増えている。このような視座からして、「商標出願」

「著作権登録」等に関しても確認することが望ましい。 

 

④研究開発以外の必要な取組 

 社会実装の可能性を高めるため、以下のような研究開発以外の取組が適切に行われて

いるかを確認することが望ましい。 

・事業化を見据えた当初参画機関外へのマッチング（事業化意欲のある企業、ビジネス

パートナー等の掘り起こしやそのための支援）や安全性評価、社会受容性の向上など

の取組 

・政府や自治体の技術的公共調達による市場立ち上げの検討、大口需要家に対するマッ

チング支援 

・プロジェクト実証試験等の実績を活用し、海外に対する政府の積極的な外交や働きか

け、民間の海外展開サポート 
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3－3． 終了時評価 

①研究開発成果の社会実装に向けた取組 

 プロジェクト成果を海外も含め広く普及させるためには、コストパフォーマンスの観

点からの国際競争力はもとより、国・地域ごとに異なるニーズをくみ込んでいく必要が

ある。 

 そのため、研究開発と並行したビジネスモデルの調査・検討状況や今後のビジネス展

開（社会実装に関わる追加的投資機会の構築・確保などを含む）の可能性について確認

することが望ましい。 

 また、ビジネス（事業化）の主体となる企業の有無を確認し、プロジェクト参画企業

の経営判断次第では、第三者企業への技術移転の可能性も視野に入れることが望まし

く、参画機関外へのマッチング（事業化意欲のある企業、ビジネスパートナー等の掘り

起こしやそのための支援）についても確認することが望ましい。 

 上記に加え、研究開発以外の社会実装の可能性を高めるための取組（安全性評価手法

の確立や社会受容性向上、法整備や規制緩和のための関係府省との連携、展示会や成果

報告会の開催等）を確認することが望ましい。 

 

②研究開発成果の取扱い 

 委託プロジェクトで得た成果をノウハウとするか、あるいは、特許とするかは産業技

術力強化法に規定がなく、事実上、その判断は実施者（企業側）に委ねられている状

況。 

 ノウハウをそのままではなく著作権とする、営業機密としてマニュアル化やプロセス

化する、それを飛び越え標準化まで繋げるという方法もあるが、企業等がなるべく外に

出したくないという考えで秘匿し、それが使われない場合はプロジェクト成果として無

駄になってしまう恐れがある。 

 そのため、終了時評価において、どのようなノウハウが獲得できたのかを確認するこ

とが望ましい（※）。 

※経済産業省「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライ

ン（2023 年 11 月最終改訂）」において、「秘匿化を選択する場合においても、研究

開発の委託者が成果について把握するため、当該成果について委託者への報告が必

要」としている。 

【委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン（2023 年

11月最終改訂）】 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/ipm

anagementguideline_9.pdf 

また、プロジェクトで得られた研究データの第三者が利活用出来る仕組み構築やプロ
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ジェクト成果の国際標準化は重要な出口戦略の一つであり、プロジェクト終了後のデー

タ基盤整備や国際標準獲得までの継続的な支援内容などを確認することが望ましい。 

 

③後継プロジェクト実施にあたっての確認 

 当該プロジェクトの後継プロジェクトが示された場合、 

・当該プロジェクトの成果が有効に受け継がれているか 

・後継プロジェクトのメンバー構成が、一連の関連プロジェクトにおけるフェーズ変化

に応じて適切に検討されているか 

・後継プロジェクトを続ける/中止するという検討が、どのようになされたか 

 などを、海外競合とのベンチマークやプロジェクト終了時の TRL/MRL などを踏まえ判

断する必要があり、それらの判断の必要な情報がきちんと示されているか確認すること

が望ましい。 

 

④当初目的に対する取組の検証、人材育成効果や今後の研究開発事業に活用出来る示唆

等の確認 

 当初のプロジェクト目的に対する検証に加え、高いマネジメント能力を持つ人材が輩

出出来たのか、オープンイノベーションの観点から人材交流は十分だったのか、などの

人材育成効果についても確認することが望ましい。 

また、終了時評価において、今後のプロジェクトに繋がる示唆を確認・整理すること

が望ましい。 

 

 

 

  



117 

 

 

3－4． 追跡調査・追跡評価 

①政府支援の効果等の検証 

政府支援の効果を知るためには、補助金受給企業の追跡調査のみならず、補助金受給

企業とほぼ同等の能力を持ちながら補助金を受けられなかった（受けなかった）企業の

データを比較対象として利用することが望まれる。 

このため、プロジェクト実施者の決定時に、どのような企業が候補として存在したの

かの情報や、（可能であれば協力を要請して）当該企業に関する追跡調査のデータを収

集し利用することが望ましい。 

これまでの追跡調査や追跡評価で、国の支援により研究開発の目標は達したものの、

アウトカムの達成にまで至らない例を数多く見てきた。研究開発のアウトプットのみな

らず、アウトカムの評価をも志向するのであれば、イノベーションの実現に影響を及ぼ

すこれらの項目（これら以外にもある）についても、追跡調査でしっかりと把握するこ

とが望ましい。 

 

②日本版バイ・ドール制度についての実態把握 

産業技術力強化法第 17条「当該知的財産権を相当期間利用していない場合に、国の

要請に基づいて第三者に当該知的財産権を実施許諾すること」は積極的に適用されてい

ないように見受けられる。追跡評価などで実態を把握し、実施されていない場合には積

極的に活用するための措置を講じることが望まれる。 
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3－5． その他（アワード（懸賞金制度）、スタートアップ支援） 

①アワード（懸賞金制度）の場合の評価 

アワード（懸賞金制度）の場合、評価の仕方が全く変わるのではないか。細かい評価

はせず、達成できたら第一段階で賞金を与え、最後までいったらファイナリストとして

賞金を与えるという設計となるため、ゴール目標がしっかりできているかというところ

を徹底的に評価できれば、あとはお任せでよいと思われる。 

 

②スタートアップの支援を目的とする場合の評価等 

国が委託もしくは補助でスタートアップの研究開発を支援する場合、（既存の評価項

目・評価基準に沿って）同じように評価すると、ますます国プロ離れを引き起こしてし

まうため全く評価を変え、実施者（スタートアップ）を追い詰めるような評価ではな

く、その管理に関わる経済産業省のサポート体制（アウトカム達成までの政府による

「伴走型の支援体制」）を見た方がよいと思われる。 

また、日本の場合、スタートアップが簡単にファンドを得られない場合もあるため、

PoC（※）を国の支援で行い、その実績を持って資金調達しやすくする、というのもよ

いかと思われる。 

 ※Proof of Concept（概念実証）：サービスや製品に用いられるアイデアや技術が実

現可能かを確認する一連の検証作業。 

 

 

 

 

（以上） 




